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１ 通常総会開催、事業計画等全議案の承認可決  

議案№ 議 案 の 内 容 結  果  

 去る5月２１日（木）、

通常総会が開催されま

した。議案の内容及び結

果は左記のとおりです。 

  本年度事業計画や規

約一部改正等が承認を

受け、新たな事業を展開

していきます。 

 

第１号 

第２号 

第３号 

第４号 

第５号 

第６号 

令和７年度事業報告承認について 

令和７年度収支決算承認について 

令和８年度事業計画（案）決定について 

令和８年度収支予算（案）決定について 

令和８年度借入限度額（案）について 

規約一部変更について 

 議決権を有する出

席会員４３名、委任状

提出数 12９名、有効

議決権数 1７２名に

より通常総会が成立、

増田議長のもと各議

案につき採決を求め、

異議なくすべて承認

可決されました。 

 

令和８年度事業計画（以下は重点事業） 

 ぐんま商工会改革 2030（5 ヶ年計画）の推進 

新規会員 

獲得数 

巡回相談 

件数 

窓口相談 

件数 

未加入企業 

巡回数 

経営計画 

策定ポイ

ント 

共済制度 

加入件数 

 13 件  556 件  455 件  44 件 
 20 ポイ

ント 
3 件 

伴走型小規模事業者支援推進事業 

  事業計画策定支援、販路開拓支援、セミナー、専門家派遣の実施 

地域活性化事業 

    いたくら商工祭の開催 10/2４（土） 

 会員みなさま 

 の想いと共に…. 

 
会長 小池 敏郎 

 

 

２ 新規会員入会のお知らせ  

№ 事業所名 代表者名 所在地 業 種 

1 ㈱HANIF TRADING 
ハニフィア・ 

ムハマド 
岩田６４５-２ 電気機器・車の輸出 

                          （令和 ８. ４. 1～８. ４.２８） １事業所、総会員数３１３事業所 
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３ 事業所向け補助金・公的支援策  

中小企業省力化投資補助金 
 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化 

投資を支援します。これにより、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることを 

目的とします。 

 

 一 般 型  省力化効果があるオーダーメイド・セミオーダーメイド性のある設備、システムを導入し 

「労働生産性 年平均成長率４%向上」を目指す事業計画に取り組むと補助対象。 

 

 カタログ型 省力化製品を対象リスト（カタログ）から選んで導入し、販売事業者と共同で「労働生産性 

年平均成長率３％向上」を目指す事業計画に取り組むと補助対象。 

                                           

ぐんま賃上げ促進支援金 

   従業員の賃金を一定額以上引き上げた場合、群馬県内に事業所を有する中小企業等を対象とします。 

  賃金 5％以上の引き上げ 一人あたり５万円 

１期あたり４０人分、最大２００万円（２期合計のべ８０人分、最大４００万円） 

（小規模事業者特例） 

賃金３％以上の引き上げ 一人あたり３万円 

１期あたり２０人分、最大６０万円（２期合計のべ４０人分、最大１２０万円） 

申請期限 第１期 令和８年９月３０日（水）まで   第２期 令和９年１月３１日（日）まで 

申請先  ぐんま賃上げ促進支援金事業事務局 

（特設サイトから申請 https://gunma-chinage.pref.gunma.jp） 

                                               

小規模事業者持続化補助金・一般枠 

小規模事業者（従業員が 20 名以下（商業・サービス業は５名以下））の皆様が取り組む販路開拓や 

生産性向上のためのチャレンジを支援するもので、経営計画を作成してその計画に沿って販路開拓等に 

取り組む費用が補助されます。 集客のためのチラシ作成、店舗改装、設備導入などの取り組みに活用 

ができます。（申請・採択方式・各種特例枠も用意されています。） 

   補助額     上限５０万円 （特例 最大 200 万円）    補助率２/３以内 

   次回公募予定  令和８年１１月５日（木）～１２月１５日（火） 

 

 なお、申請はすべてオンラインによる電子申請のため、Ｇビズ ID の事前取得が必要です。 

                       

                                    

 

詳細は QR コードや補助金事務局ホームページ等をご確認ください。 
 

https://gunma-chinage.pref.gunma.jp/
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４ 商工会費（全期分）口座振替、納入のお願い  

  板倉町商工会会費の口座振替日は、７月３１日（金）に年１回での引き落としです。 

規約一部改正により、今回から年１回の口座引き落しに変更となりました。あらかじめ取引口座の残高

をご確認ください。 また、金額等は後日発送いたします納入通知をご確認いただき、領収証が必要な場

合は事務局までご一報願います。 

  振込み又は現金にて納入を希望される場合には、事前に申し出をお願いいたします。 

  なお、年度中の任意脱退（廃業や移転等を除く）については、当年度末の６０日前までにお申し出が 

 ない場合、当年度および次年度の会費も納入いただきます。 あらかじめご了承ください。 

 

５ 職員人事異動のお知らせ  

４/1 付 

   転出 

ﾉﾑﾗ ﾀｶｼ 

野村 隆志 
経営指導員 

令和元年からお世話になり、ありがとうございました。 

前橋東部商工会への異動です。 

4/1 付 

   転入 

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾋﾛ 

山口 勝寛 
経営指導員 

みどり市商工会からの異動で、お世話になっております。 

事業者支援や部会活動等担当です。よろしくお願いします。 
 

 

６ いたくら商工祭開催予告  

 
 

今年のいたくら商工祭（商工フェスタ in いたくら 2026）は、下記日程で計画をいたします。 

商工祭は、会員のＰＲ（物産・商工会活動・各店舗を幅広く紹介）や地域商工業活性化と 

併せて、地域住民・消費者との相互交流を図ることを目的に開催いたします。 

    出店者も募集いたします。 皆様お誘いあわせのうえご来場ください。 

 １  開催日時   10 月2４日（土）  午前10 時～午後３時 

  

 ２  開催場所    板倉町役場駐車場 

   〈 出店者募集予告‼ 〉 

申込み：詳細は商工会員宛、後日ご案内をいたします。 

問合先：いたくら商工祭実行委員会（板倉町商工会内） 

      ℡ 0276-82-0224   FAX 0276-82-1247      

Mail  info@itakura-s.jp                             商工会 HP    
                     （前年度開催の風景） 

 
 

商工フェスタ inいたくら ２０２６ 
 

mailto:info@itakura-s.jp
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７ 会員福祉共済のお知らせ  

 

けが・病気の補償 

24 時間いつでもどこでも安心！                         

業務中だけでなく日常生活におけるけがや熱中症も対象です。 

さらには、国内だけでなく国外でのけがや熱中症も対象です。 

※熱中症特約は傷害プラン 2,000 円・3,000 円・4,000 円コース及びシニア傷害 

プランに自動付帯 

ちょっとしたけがでも･･･通院補償も自動セット！ 

通院は、全てのプランに自動付帯。3 日目から 100 日目まで補償します。 

充実の入院補償も！ 

入院 1 日あたり 8,000 円の手厚い補償です（傷害プラン 2,000 円コースの場合）。さらに、最大 1,000 日 

までの入院を補償します。 ※天災（地震・噴火・津波）事故の場合は入院１日あたり 4,000 円（傷害プラン 2,000 円コースの場合） 

自転車やペットなどによる加害事故も補償！ 

傷害プラン 2,000 円・3,000 円・4,000 円コース及びシニア傷害プランには、個人賠償責任保険が自動付帯 

されています。 

※個人賠償責任保険は、被共済者ならびに同居の親族や別居の未婚の子が補償の対象者となります。 

手軽な掛け金で病気への備えも！ 

傷害プランにご加入いただいた場合に、月掛掛金 1,000 円で医療特約（シニア医療特約）をセットすることが 

できます。        

                                    
                                     会員福祉共済    パンフレット 
 

 

８ 事業者向け専門家派遣制度  

   

会員ならではのお得なサービス、 

 支援を行っています。 

  お気軽にお声がけください。 

 

 

 

 

 

詳しくは商工会 （電話 0276-82-0224）へ 

どんな制度？ 
会員の抱える相談、新たな販路開拓につなげるための取り

組み方などそのニーズに応じて中小企業診断士、税理士やデ

ザイナー、ＩＴ関連専門家等を原則１テーマ１回（内容によ

り複数回可）無料で派遣します。 まずは職員が話を伺い、 

専門家に取次ぎ、事業所（又は商工会）にてマンツーマン

による個別支援を行います。 

具体的には？ 
経営管理 -- 経営全般、財務、経営分析、経営戦略、商品管理など 

生産管理 -- 生産工程、生産技術、品質管理、工程管理、ISOなど 

商品開発・販売促進 -- 商品開発計画、流通計画、販路拡大など 

店舗施設 -- 店舗施設設計、店舗（工場）レイアウトなど 

デザイン制作 -- ロゴ・商品パンフレット・パッケージ、POP広告など 

情報システム -- ＨＰ制作・更新、ＩＴ関連システム、SNS構築など 

労務 -- 就業規則作成、労務システム・労使関係・労働問題・接遇マナーなど 

 知的財産 -- 特許・実用新案・商標登録・意匠登録・著作権など 

法律、取引 -- 債権回収、商取引、企業法務など 


